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JASRAC対音楽教室訴訟
─知財高裁による最近の控訴審判決を中心に─
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Ⅰ．はじめに

ヤマハ音楽振興会など音楽教室を経営する約250事業者対JASRAC（日本音楽著作権協会）の
第一審の東京地裁判決が昨年夏に下されてから、その控訴審が速くも結審し３月18日に知財高裁
で判決が下された。
しかしながら、本件音楽教室を含め昨今の類似事件が、法の規定するところでないため、数少
ない判例を裁判所が踏襲する形となりそれが実務面からして大きく乖離した判断となるケースが
多く、今回の専門家としての知財高裁の判断が待たれるところであった。
本稿では、その音楽教室とJASRACの紛争についての第一審の判決内容を再度分析して、そ

の知財高裁の判決を論じるものである。


